
福岡市雇用対策協定 

 
 福岡市（以下「市」という。）及び福岡労働局（以下「労働局」という。）は、福岡地域に

おける雇用失業情勢の改善に連携して強力に取り組むため、以下に従い「福岡市雇用対策協

定」（以下「協定」という。）を締結する。 
  
１ 目的 
 厳しい雇用失業情勢が続く中、市の講ずる地域経済活性化、雇用創出その他の雇用に関

する施策の実施と、労働局並びに福岡中央公共職業安定所、福岡東公共職業安定所、福岡

南公共職業安定所及び福岡西公共職業安定所（以下これらを「安定所」という。）におけ

る職業紹介、雇用保険、企業指導その他の雇用に関する施策の実施とが、密接な関連のも

とに円滑かつ効果的に実施されるよう、それぞれが実施する施策の内容について、一体的

となって対策を進めていくための連携・協力の内容などを定め、福岡地域の雇用情勢の改

善に強力に取り組むこととする。 
 
２ 取組内容等 

市、労働局及び安定所は、前項に定める目的を達成するための具体的な取組の内容及び

実施方法を定め、これを推進させるために定期的に協議を行うものとし、当面の間の取組

内容として「福岡市雇用対策協定に基づく取り組み」を取りまとめ、必要に応じ改訂を行

う。 
 
３ 運営協議会の設置等 
 市、労働局及び安定所は、前事項に加え、本協定の取組事項を推進し、全般の進捗状況

の把握と全体調整を行うための運営協議会を設置する。運営協議会に係る詳細は、別途定

めることとする。 
 
４ 協議等 
 本協定に定めがない事項が生じた場合、又は本協定の内容について改訂する必要が生じ

た場合は、その都度、市、労働局及び安定所は誠意をもって協議し、決定するものとする。 
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